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高病原性鳥インフルエンザに関する正しい知識の普及等について 
 
このことについて、平成 26 年 12 月 16 日付け 26 消安第 4579 号、26 食産

第 3314 号及び 26 生畜第 1421 号をもって、農林水産省消費･安全局動物衛生

課長、食料産業局食品小売サービス課長、食品製造卸売課長及び生産局畜産部

食肉鶏卵課長の連名で別添のとおり通知がありました。貴会関係者に周知方よ

ろしくお願いいたします。 
このたびの通知は、過日、宮崎県下の肉用鶏飼養農家において、高病原性鳥

インフルエンザの疑似患畜が確認されたことを受け、家きんの肉又は卵の摂食

により、本病が人に感染することは世界的にも報告がされておらず、食品安全

委員会のホームページ（http://www.fsc.go.jp）においても、本病の情報を掲載

するなど、正確な知識の普及のための措置を講じていることから、農林水産省

においても、本病の関係情報を随時ホームページに掲載していくほか、家きん

の肉及び卵の安全性に関する消費者、流通業者及び製造業者への情報提供を含

め、正確な情報提供に努めることとしており、本会においても、当該県産の家

きんの肉及び卵の取り扱いに関し、発生県の鶏卵・鶏肉は取り扱っていない旨

の不適切な告知や、発生県産であることのみを理由に取引拒否等が行われるこ

とのないよう、引き続き、本病の正確な知識の普及について、会員に対する周

知が依頼されたものです。 
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